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学内における安全と防災
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７．呼吸の確認および心臓マッサージ

a) 被災者の意識がない場合、「普段どおりの呼吸」をしているかどうかを確認する。

　被災者のそばに座り、10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て、普段どおりの呼吸をしているか判断する。

　次のいずれかの場合には「普段どおりの呼吸なし」と判断する。

　i） 胸や腹部の動きがない場合

　ii）約１０秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない場合

　iii）しゃっくりをあげるような、途切れ途切れに起きる呼吸がみられる場合

（心停止が起こった直後には、呼吸に伴う胸や腹部の動きが普段どおりでな

い場合や、しゃっくりをあげるような途切れ途切れに起きる呼吸がみられる

ことがある。）

̶ 5 ̶
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b) 被災者に普段どおりの呼吸がないと判断したら、直ちに胸骨圧迫を開始し、全身に血液を送る。

　　　　　胸骨圧迫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胸骨圧迫の姿勢　　

胸骨圧迫の方法

　胸の真ん中を重ねた両手で「強く、速く、絶え間なく」圧迫する。

　i）胸骨圧迫の圧迫位置は、胸の真ん中である。（下図 1）

　ii）圧迫位置に片方の手の付け根を置き（下図 2）、他方の手をその手の上に重ねます。両手の指を互いに組むと、

　より力が集中します（下図 3）。
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iii）肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、傷病者の

胸が少なくとも 5cm 沈むほど強く圧迫する。

iv）1分間に少なくとも 100 回の速いテンポで 30 回連続して絶え間なく

圧迫する。

圧迫と圧迫の間（圧迫を緩めるとき）は、胸がしっかり戻るまで十分に

力を抜きます。

ｃ）30 回の胸骨圧迫終了後、口対口人工呼吸により息を吹き込む。

※ CPR を習熟していない市民救助者は人工呼吸はやらなくても良い

訓練を受けた救助者の場合でも人工呼吸の為の胸骨圧迫中断は最小にす

べきとしている

ただし、小児や乳児は窒息の場合が多く、溺水の場合と合わせて人工呼

吸を優先する

i）気道確保（頭
とう

部
ぶ

後
こうくつ

屈あご先挙上法）

傷病者の喉の奥を広げて空気を肺に通りやすくします。

片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の２本をあご先（骨の

ある硬い部分）に当てて、頭の後ろにのけぞらせ（頭部後屈）、あご先を

上げます。

ii）人工呼吸

気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつ

まみます。

口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして、息を

約１秒かけて吹き込みます。傷病者の胸が持ち上がるのを確認します。

いったん口を離し、同じ要領でもう 1回吹き込みます。

・2 回の吹き込みで、いずれも胸が上がることが理想だが、もし胸が上が

らない場合でも、吹き込みは 2回までとし、すぐに胸骨圧迫に進む。

・人工呼吸をしている間は胸骨圧迫が中断するが、その中断時間はでき

るだけ短くなるようにする。

・傷病者の顔面や口から出血している場合や、口と口を直接接触させて

口対口人工呼吸を行うことがためらわれる場合には、人工呼吸を省略し、

胸骨圧迫のみを続ける。

頭部後屈あご先挙上法頭部後屈あご先挙上法

鼻をつまみ、口を覆う鼻をつまみ、口を覆う

胸が持ち上がるのを確認する胸が持ち上がるのを確認する
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及び

ｄ）心肺蘇生（胸骨圧迫と人工呼吸）の継続

胸骨圧迫を 30 回連続して行った後に、人工呼吸を 2回行います。

この胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ（30：2 のサイクル）を、救急隊に引き継ぐまで絶え間なく続けます。

・胸骨圧迫を続けるのは疲れるので、もし救助者が二人以上いる場合は、１～２分間程度を目安に、胸骨圧迫の役

割を交代するのがよい。

・心肺蘇生を中止するのは次の場合である。

①　救急隊に心肺蘇生を引き継いだとき（救急隊が到着してもあわてて中止せずに、救急隊の指示に従う。）

②  心肺蘇生を続けているうちに傷病者が目を開けたり、普段どおりの呼吸をし始めた場合

ｅ )　回復体位

i）反応はないが正常な呼吸（普段どおりの息）をしている場合は、

気道の確保を続けて救急隊の到着を待つ。吐物等による窒息の危険

があるか、やむを得ず傷病者のそばを離れるときには、傷病者を回

復体位にする。

ii）下あごを前に出し、上側の手の甲に傷病者の顔をのせる。さらに、

上側の膝を約 90 度曲げて、傷病者が後ろに倒れないようにする。

＜参考文献＞

救命処置の手順（BLS）　総務省消防庁　http://www.jlsa.jp/pdf/oukyu2.pdf

 

 

 

BLS  

http://www.jlsa.jp/pdf/oukyu2.pdf 
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AED設置箇所（6カ所）
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東京農工大学小金井地区配置図
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実験・実習における安全
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留
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当たり前
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付
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初

　 抽出する液体は室温まで冷却してから使用すること。大量の蒸気が発生し、火事の原因になることがある。エ

とき

ーテル

等の低沸点溶媒を使用するときは、特にこの点に注意すること。
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　この実験は初めて履修する専門的実験である。実験は常に危険を伴う可能性があるので、安全に十分注意をすると

ともに、安全に実験を行う習慣を身につけていただきたい。薬品が目にかかると失明する恐れがあるので、できるだけ

眼鏡をかけて実験すること。

　

　有機化学実験ではガラス器具や種々の薬品を用いるので、誤ってガラスを破損して外傷を負ったり、可燃物が漏れ

出て引火し火傷したり、酸、アルカリなどの薬品により皮膚を損傷したりするなどの事故が発生する可能性が極めて高

い。特にガラス管とゴム栓、ゴム管との接続のように、作業のこつを知らないとガラス管が破損して、破片により思わぬ

深い傷を負うことがままある。前述の化学系実験の心得を熟読してこれらの不注意による事故を起こさないよう注意し

て、正しい手法で安全に実験を行い、有機実験を通じて有用物質合成の基礎を学んで欲しい。
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者

者

わ
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　特に身体上安全面で問題になる作業はないが、種々の電源に無断で触れることのないように注意してほしい。データを

破損しないよう、安全管理が必要であるので教員の指示に従うこと。
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言

言

、　実験は実際の化学プロセスの運転を前提としてテーマが組まれている。したがって実験装置も大がかりなものと

なり、装置を動かすに当たっては実験テーマ毎に次頁の表に示すような電気・ガス・水などのユーティリティーを多量

に使用する。そのため、その使用に当たっては、取扱い上の基礎事項を十分に知っておくことが、実験を安全に行う

上で必要である。ここでは、実験にあたって各人が守る注意事項のほかに、高圧ガス・都市ガス・電気・水の取扱いに

ついて安全上の基礎知識を述べることにする。



— 24 —̶ 20 ̶



— 25 —̶ 21 ̶



— 26 —̶ 22 ̶

教職員に連絡する。

　学生実験は主として学生実験室で行うが、工作機械の実習はものづくり創造工学センターで行う。各工作機械の

使用法を誤ると大きな事故につながるため、操作法、機構などを十分に理解しておくことが肝要である。事故を防

ぐためにこの冊子のみならず、各実験課題のテキストをよく熟読し、実験の内容、手順および注意事項をよく理解

しておくことが大切である。なお、「機械類の安全運転のために」および共通施設の「ものづくり創造工学センター」

の項も参照すること。
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～
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　　令和　　年　　月　　日

　　　　工 学 部 長　　　殿

　　　　工 学 府 長　　　殿

　生物システム応用科学府長　殿 　指導（担当）教員

　または教育委員長・学務委員長

学科・専攻 年次

科目名

名　称

所在地

TEL　　　-　　　-

学科・専攻 年　次 年次

学籍番号 氏　名
（他　　名）

往路 　　復路

担当者使用欄
（加入確認印）

名　称

所在地
TEL　　　-　　　-

２．集合場所

３．その他

（注１）

（注２）

（注３）

保保険険にに加加入入ししてていいなないい場場合合はは見見学学へへ行行くくここととははででききまませせんん。。

多数の学生参加の場合は、別別紙紙にに名名簿簿をを添添付付しし保保険険加加入入のの有有無無をを記記載載して下さい。

提出先　教務係

依頼状の
送付先

〒      -

備　　　　　考

１．集合日時　　　　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　　　　　　

この届は、実実施施１１週週間間前前ままででにに提提出出して下さい。

加　入　保　険

　　学生教育研究災害傷害保険

　　学研災付帯賠償責任保険

　　その他（個人で加入のもの）：

依　　頼　　状
　　要　　本学の様式

　　　　　見学先の様式

見　　学　　者

引　率　教　員

見学先までの交通手段

見　学　日　時
令和　　年　　月　　日(   ) ～  令和　　年　　月　　日(   )

　　　　　　　時　　　分　　～　　　　　時　　　分　

見学先 〒      -

　記

見　学　目　的

授 業 科 目 名

見見　　学学　　届届

　学科長・専攻長　等

　  下記により、見学を行いますのでお届けいたします。
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Year    Month    Day   
令和　　　年　　　月　　　日

工学府長　殿
生物システム応用科学府長　殿

学科長または指導教員名
Department Chair or Supervisor

 【TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　】

（関連項目に✔を記入）Please mark ☑ to your purpose.

　　※国番号も入れてください(Please include Country Number) 

安全管理チェック（Safety Management Check List）：　確認の上、✔を記入して下さい。
 ①災害傷害および賠償責任保険、海外旅行保険の加入確認・指導

Have personal accident insurance, liability insurance, and travel insurance

 ②連絡方法・救急具の携行等、事前の安全教育の実施　
Make sure to comfirm the emergency contact and teach how to live safety overseas

 ①海外渡航誓約書

 ②付帯海学被保険者証コピー

注　1.学生は、渡航届前に、災害傷害保険、賠償責任保険および海外旅行保険（付帯海学）に加入していること。
　　2.【本届の提出場所】　小金井地区事務部学生支援室　教務係
　　3.【本届の提出期日】　渡航日2週間前迄 （裏面につづく　Continue to back page）
※※PPlleeaassee  ssuubbmmiitt  ttoo  EEdduuccaattiioonnaall  AAffffaaiirrss  OOffffiiccee  bbyy  22  wweeeekkss  bbeeffoorree  yyoouurr  ddeeppaarrttuurree※※

参加学生に対し指導教員が

講ずるべき事項

Make sure to check

by your Supervisor

渡　航　届
Notification of Going Abroad

行　先
Destination

名　　称
Institution Name

渡航先・国
Country

渡航中の緊急連絡方法 (Emergency Contact During Travel) ：連絡のとれるTEL、E-mailを記入して下さい。

個人所有の携帯電話
Personal Mobile Phone

TEL: E-mail:

そ
の
他
の
連
絡
先

□研究先Reserch Inst □宿泊先Accomodation

□その他Other  (   　　　　　　　　  )
名称Name：

TEL※: E-mail:

□研究先Reserch Inst □宿泊先Accomodation

□その他Other  (   　　　　　　　　  )

印
Seal

    令和   　　　年　　　　月　　　　日　～　令和　　　　年　　　　月　　　　日
From  Year       Month       Day         ～　　To 　　　 Year       Month      Day

同行者
Accompanying instructor

□無　・　□有【同行者氏名：　　　　　　　　　　　所属：                           】
  No  ・    Yes    Name                      　　  Affiliation

 
目
的

内容・プログラム名 ：
Research theme・Program title

□卒業および修士論文 Research for Thesis　　　      　　　□学会発表 Academic Presentation

□授業科目名 Taking class 【　　　　　　　　　　　　　】　□他 Other【　　　　　　　　　　　　　　】

単位修得の希望 ：□無No ・□有Yes　→　SPICA登録： □済Done ・ □未登録Not Yet
Credit Transfer Request               SPICA Registration

□ 本学 / 国の公的機関からの支援 【支援元：　　　　　　　　　　　　　　　　】
 From  TUAT  /  Government
□ 招へい先の支援
 From Partner Institution

□インターンシップ 　Internship　 　　　                　□研修 Training Program

名称Name：

TEL※: E-mail:

□

Copy of travel insurance contract

Written pledge regarding international trip (I-R&C Support Service)
□

渡航届と併せて

提出するもの

Other documents
needed to submit

旅費・修学費等の支弁
Financial Support

□ 自費・民間奨学金、その他 【奨学金等名称：　　　　　　　　　　　　　　　　】
 Own Fund / From Private Scholarship / Other

(付表B）
Front Page

工学部長　殿

　下記のとおり、学外（研究・教育）活動について安全管理上の措置を講じたうえ、実施することをお届けします。

研究先での指導者
Instructor

□無　・　□有【指導者氏名：　　　　　　　　　　　所属：                           】
  No  ・    Yes    Name                            Affiliation

都市名
City

学科
専攻

Affiliation

年次
Grade

学籍番号
Student ID No.
氏名
Name
国籍
Nationality

日程
Schedule
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渡航届(付表B)裏面 Back Page

続柄Relation：

□国費　      Japanese Government Scholarship Student

□政府派遣　Foreign Government Sponsored Student

□私費　     Student at Private Expense (□学習奨励費 Honors Scholarship)

備考 Note

スケジュール表（別紙可）　Itinerary (Please add appendix if necessary)

年月日
Date

奨学金の種類
Type of scholarship

海外旅行保険
Travel Insurance

□付帯海学 Futai Kaigaku　　≪≪加加入入必必須須≫≫

Attention International Students!! For Temporary Leave, please fill in below.
外国人留学生の一時帰国の場合は下記を記入してください。

携帯 Mobile：

発着地名・交通手段
(便名)*

Departure/Destination

□国内で空港までの往復等に自主運転で自動車を利用する予定がある
【運転歴：　　　　　年】
Driving Experience(Year)□海外で交通手段として、自主運転で自動車を利用する予定がある

　*発着地名と飛行機(便名）、バス、電車等の移動交通手段を記入して下さい。
  *Please input port of departure, destination, and means of transportation including airline (flight No.), bus, and train.

I plan to drive myself to and from domestic airports.

I plan to drive myself to and from overseas airports.

訪問先
Visiting institution

滞在日数
Days

用　務
Business

パスポート
Passport

氏名(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ表記):
Name in alphabet No.

TEL:

国内の緊急連絡先
Emergency Contact in Japan

氏名Name：

住所Address：
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※旅程表（書式自由）を添付してください。 

    様式１ 

留 学 願 

令和 年 月 日 
東京農工大学長 殿 
 

所 属： （ 年次） 
 
学籍番号：  
フリガナ 
氏 名：  
 
連帯保証人： 印  

（続柄： ） 
住所：

TEL：  

私は、下記のとおり留学したいので、ご許可願います。 
記 

1.目的  
単位修得の希望：□有 □無 

2.留学先 大学名 （国名 ） 
 
所在地 
 
TEL E-mail 

3.留学期間 
 

令和 年 月 日～令和 年 月 日 

4.旅費・修学費等の支弁 □本学又は国の公的機関からの支援 □招へい先からの支援 
□自費（民間奨学金）、その他 

5.渡航中の連絡先 
個人所有の携帯電話 

 
TEL E-mail 

宿泊先 
 

名称 
 
TEL E-mail 

6.国内緊急連絡先 氏名 続柄 
 
TEL 携帯 No. 

7.パスポート No. 氏名（アルファベット表記） 
 

8.海外旅行保険名 □付帯海学  □その他（ ） 
※「その他」の場合は補償内容のわかる書類を添付すること 

 

学科長・専攻長： 
印 

教育委員： 
印 

指導教員： 
印 
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学生教育研究災害傷害保険制度

しなければならない。

措置
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傷

災害傷害保険付帯

学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険制度

及び

　正課、学校行事、課外活動・インターンシップ・ボランティア活動（所定の手続により大学から承認を受けたも

のに限る）、及びその往復途中（医療関連実習を除く）。

５.　この保険の事務は次の係で取扱っている。学生支援室入学試験係（内線 7014）。
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化学薬品の安全な使い方

教員

万一、事故が発生した場合、

かつ

下

努める。

及

とき
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とること。
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一般的には、

4

3

2

2

2
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及び

2

4 3P

3

5

7
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4

2

4

2
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及び

2

2

2n+1)3

3

3

Al
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全て液体である。

蒸気の燃焼範囲の下限が低く、空気と僅かに混合しても燃焼（爆発）する。

極めて引火しやすい。

2

23

3

2
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合

～ ～

(CH  )  CH

5 52

2

12 2 4616

12

3

2

5

3 2 3 3

3

9 2012

17 7 2 3

2
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～

CH3(CH2)4CH3

(CH3)2CH(CH2)2CH3

CH3(CH2)6CH3

C6H6

C6H5CH3

C6H4(CH3)2

CH2C(CH3)CHCH2

CH3COOC3H7

CH3COOCH2CH(CH3)2

HCOOC3H7

CH2CHCN

CH3COOCHCH2

CH3COOCH3

CH3COOC2H5

HCOOCH3

HCOOC2H5

C2H5COCH3

CH3COCH3

(C2H5)2NH

(C2H5)3N

CH3CN

CH<(CHCH)2>N

C6H5Cl

C5H11OC5H11

C6H4(CH3)2

C6H4(CH3)2

CH3COOC4H9

CH3COO(CH2)5CH3

CH3COOCH2 ・

CH2OC2H5

(C2H5)4SiO4

CH3OCH2CH2
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～ ～

～

～

～

～

～

～ ～

～

～

～ ～

～

OCOCH3

CH3(CH2)2CH2OH

(CH3)2CHCH2OH

CH3CH2CHOHCH3

CH3(CH2)3CH2OH

C6H5CHCH2

C10H16

HCOOH

C2H5O(CH2)2OH

CH3COOH

C6H5NH2

C6H5NO2

C6H4(CO2C4H9)2

C6H4(CO2C4H9)2

HOCH2CHOHCH2OH

C6H4[CO2CH2-

CH(C2H5)C4H9]2

CH3OH

C2H5OH

CH3CH2CH2OH

(CH3)2CHOH
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燃焼速度が極めて速い。

～

2
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～ ～～

2

22

222 4 4 4

2 24

33
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R-CO-R-O2

(H6H5CO)2O2

〔C6H7O2(ONO2)3〕 n

C2H5ONO2

C6H2(OH)(NO2)3

C6H2(NO2)3CH3

C10H7NO2

C8H12N4

C6H2N4O5

NH2OH

N2H2-H2SO4

H2SO4 ・ (NH2OH)2

HCl ・ (NH2OH)2

Pb(N3)2

NaN3

HN=C(NH2)2 ・ HNO3
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Ⅴ

差し支えない印である。

̶ 47 ̶

Ⅴ

差し支えない印である。

注）最大量については、環境安全管理センターサイトの安全活動・安全管理 >消防法・危険物関連の「危険物の貯蔵・

　　保管について」を参照。

HClO4

H2O2

HNO3

IF5
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ジブチルエーテル
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第 1石油類

アルコール類
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  55 
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  56 
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  57 
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いただきたく申請いたします。

措置

　小金井地区管理責任者　殿

　学科名又は専攻名

令和
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　小金井地区管理責任者

　学科名又は専攻名

令和
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等有害金属を含む水溶液・クロム酸廃液・
硝酸・硫酸等

・リン酸

研究室での保管には充分気を付けること。
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  62 

その他
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  63 

7

　　 スクラバ廃液

U  スクラバ廃液

注）広口の専用ポリタンクに入れること。スクラバ廃液は回収場所で業者が専用ポリタンクに吸引ホースを差し込み、大

タンクに移し替えるため、通常のポリタンクでは回収出来ない。

注）強酸・強アルカリが含まれる場合は、事前にpHを測定して、回収時に知らせること。

　（強酸・強アルカリが含まれると、大タンク内で化学反応が起こる可能性がある。）

6

大きい  63 

7

　　 スクラバ廃液

U  スクラバ廃液

注）広口の専用ポリタンクに入れること。スクラバ廃液は回収場所で業者が専用ポリタンクに吸引ホースを差し込み、大

タンクに移し替えるため、通常のポリタンクでは回収出来ない。

注）強酸・強アルカリが含まれる場合は、事前にpHを測定して、回収時に知らせること。

　（強酸・強アルカリが含まれると、大タンク内で化学反応が起こる可能性がある。）

6

大きい
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  64 

8
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会計係などに相談すること。

10

9

※但し、スクラバ廃液は広口の専用容器に入れること

次

 分別貯留区分・区分記号を表示する（右例示）
学部、学科、研究室名を表示する

施設への搬入時に処理
伝票（B）を貼付け内
容を表示する

 廃液区分表による色表示をする

パッキング又は中蓋等が完全であること

会計係などに相談すること。

10

9

※但し、スクラバ廃液は広口の専用容器に入れること

次
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　貯留を行った廃液等は、指定された日時・場所に、ポリタンクの中に入れた状態で持参する。回収の際は廃液等取扱

責任者が立会うこと。

　スクラバ廃液は、事務担当者に研究室名とタンクの本数を申告すること。

　廃液等の区分の不備、内容物の不明、処理不能等が認められる場合は、回収ができない場合があるので注意すること。

スクラバ廃液は、事務担当者に研究室名とタンクの本数を申告すること。

　貯留を行った廃液等は、指定された日時・場所に、ポリタンクの中に入れた状態で持参する。回収の際は廃液等取扱

責任者が立会うこと。

　スクラバ廃液は、事務担当者に研究室名とタンクの本数を申告すること。

　廃液等の区分の不備、内容物の不明、処理不能等が認められる場合は、回収ができない場合があるので注意すること。

有機リン

ヒ素

フッ素

ヨウ素消費量
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生物系実験における安全

受ける。
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極めて

・紫外線(UV)照射装置は、主にエチジウムブロマイド(Ethidium bromide)染色されたDNAを検出するのに用いられる。

紫外線(UV)が直接目にはいると、涙がでたり、目がくらみ見えなくなったり、あるいは失明する恐れもある。皮膚

も露光によって日焼けしたり、火ぶくれになってしまったりすることもある。必ず防護メガネを着用し、皮膚に直接

紫外線が当たらないように注意する。

̶ 67 ̶

極めて
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Ⅱ 変異原使用にあたっての注意

　微生物などを用いた遺伝実験では、突然変異を誘発するのに MNNG(1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine) や

EMS(Ethylmethane sulfonate)などの化学変異原を用いることがある。これらは、DNAに対して作用し、当然のことな

がら発ガン性がある。また、EB(Ethidium bromide)などDNAを染色する試薬もよく用いられるが、これらも発ガン物

質である。したがって、これらを使用したり廃棄するに当たっては、教員の指導を受け、十分注意すること。

Ⅲ 微生物実験における注意

　微生物は、あらゆるところに存在しているため、微生物の実験を進める上で、目的とする微生物以外の微生物

やカビの混入を避けるよう細心の注意が必要である。微生物の実験といっても一般の化学実験と異なるところはないが、

微生物が“生物”であることを忘れてはならない。次に、微生物を取扱う実験における一般的注意事項を述べる。

(1)実験室・実験器具を清潔にしておく。

　身の周りには、至るところに微生物が存在しているので、その汚染を防ぐためにも実験室、実験器具は常に清潔に

しておく。誤って菌液をこぼした場合は逆性石鹸のような滅菌液で拭う。

(2)使用したものを捨てる際は滅菌する。

　実験に使用した培地や微生物などは、汚染を防ぐためにオートクレーブを用いて滅菌してから捨てる。また、ピペット

などはオートクレーブにより滅菌してから廃棄または洗浄する。

　実験室では必ず白衣を着用することは当然であるが、白衣のまま外出、特に食事や休憩室への出入りはしないこと。

(3)操作は常に無菌的に行う。

　微生物の分離や植菌等の操作は常に無菌的に行うことが最も重要な基本操作である。実験に用いる微生物により、

無菌箱、クリーンベンチ、安全キャビネットなど取扱う場所を定め、雑菌やカビの混入を防ぐためにも培養、保存場

所にも注意を払うこと。

Ⅳ 動物実験についての注意

　「動物実験指針および動物実験の手引き」を熟読すること。

　動物実験を行うには定められた書類を府中地区事務部総務室（内線 5070）に提出し、承認を得る必要がある。

Ⅴ　遺伝子組換え実験における注意

　遺伝子組換え実験とは、遺伝子組換え生物等の第一種使用等又は第二種使用等による実験をいう。遺伝子組換え実験

を実施する際の安全確保の基準として、文部科学省告示による「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律」が存在する（平成16年2月施行）。本学ではこの法律および関連法令に基づき「国立大学法人

東京農工大学遺伝子組換え生物安全管理規程」が施行されている（平成16年4月から）。本学で実施する遺伝子組換え

実験はすべて「東京農工大学特定生物安全管理小委員会」に申請し、承認を得る必要がある。下記ホームページに上記

法律および関連法令、および申請書の様式と作成方法について掲載されている。これらを熟読すること。

　関連法令　https://web.tuat.ac.jp/~kankyou/05/03_specific_organisms.shtml

　申請書様式　https://web.tuat.ac.jp/~kankyou/02/lifescience/form.htm（学内アクセス限定）

　また、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のわかりやすい説明

資料が、文科省ホームページ内（https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2279_01.pdf）より入手できる。

本資料も必ず入手し熟読すること。
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、無理の無い実験計画の基に、安
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レーザーの安全について
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危険性ガスの安全作業について

持
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次頁の表のとおりである。

とき

全て
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現

するとともに

(SiH3F、 Cl、 SiH2Cl、 SiHCl3)  (SiH3F、 SiH2、 F2、 SiHF3) 
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② 危険性 

水と激しく反応し、炭化水素ガスを発火する場合がある。その他 TMG に準ずる。 

③ 緊急措置、人体への影響、救急処置、貯蔵安定性：TMG に準ずる。 

 

Ⅲ 容器 

１. 容器 

 半導体製造用ガス充填容器には、大きく分けて２種類ある。一つは、窒素、水素、シランなどのように高圧に充填された

容器に圧力調整器をつけてガスを取り出すタイプのものであり、他の一つはトリエチルガリウムなどの有機金属のように、

内部が液体になっており、キャリアガスのバブリングなどにより気化させてガスを取り出すタイプである。高圧用容器には、

圧力調整器をとりつけるネジが設けられている。一方、有機金属の場合は、水素ガスなどのキャリアガスを流すための継ぎ

手が設けられている。 

 

２. 容器用弁 圧力調整器 

 主に半導体製造用ガス充填容器用弁として使用されているものは、① 圧縮ガス容器用弁と② 液化ガス容器用の２種

類である。材質は、黄鋼、黄鋼−ニッケルメッキ、ステンレス鋼等であるが、ガスの性質により使い分けされている。容器用弁

で最も注意すべき点は、接続ネジが右ネジか左ネジかである。可燃性ガスは、左ネジ、その他は右ネジとなっている。 

 

Ⅳ 液体窒素 

 液体窒素は、物理系、化学系、生物系を問わず様々な学科の多くの研究室により利用されている。窒素ガスそのものは

無害であるが、液体窒素を扱う場合には、凍傷や酸欠に対する十分な注意が必要である。 

 

１. 液体窒素貯蔵設備および容器利用上の安全 

 液体窒素を貯蔵タンクから別の容器に充填する（液採り）作業は、一つ間違えると液体窒素を浴びて凍傷になる可能性

があり、作業に当たっては、細心の注意が必要である。液体窒素の汲み取り作業を行う際は、安全メガネを着用し、低温用

手袋を必ずつけること。軍手等は好ましくない。短パンにサンダル履きなどの脚を露出した服装で汲み取り作業を行わない

こと。低温液化ガスに直接、手、指、脚等で触れてはならない。また、貯蔵タンクは、高圧（0.35〜0.95 MPa）がかかっている

ので、不用意な弁の操作は高圧窒素ガスの突出につながり非常に危険である。 

 液体窒素デュワーは２重構造になっており、隔壁は、真空に保持されている。安全弁は、真空を封じ切ってある部分なの

で不用意にキャップを外したりしてはならない。満タン時のデュワーの搬送は、必ずキャップを締めて移動する。キャップを

しないと、床面の凸凹で振動した場合、デュワー内の液体窒素が突出し危険である。顔面に液体窒素を浴びて大怪我を 

した事故例もある。またデュワーの搬送は可能な限り２人以上で行うこと。エレベーター内にデュワーと人が同乗してはいけ

ない。エレベーターで運搬する時は、「液体窒素運搬中」であることを明示すること。 

 液体窒素をデュワーからくみ出す際、手押しポンプがよく用いられる。これは、容器内部を昇圧して液体窒素を押し出す

 半導体用材料ガスが充填されている容器は、内部の圧力が高くなっているため、特にその扱いには十分注意する必要

がある。なお、これらの容器を単独で使用することは許されない。必ず密閉可能な防暴型保管庫内に保持して使用し、排

ガスも所定の方法に従って処理し無害化したのち排出すること。新規に取扱いをはじめる際には専門の業者と相談し、安

全な使用法、設備を確立してから行うこと。（後掲（Ⅴ）も参照のこと） 

液体窒素の取り扱いについて（注意喚起）

１．概要

　窒素ガスは安価で手軽に入手でき、またガスそのものは無害であるため、安易に扱いがちだが、液体窒素を扱

う場合には、凍傷や酸欠に対する十分な注意が必要である。

　平成 30 年 3 月 6 日には、学生が液体窒素を貯蔵タンクから運搬容器へ入れている際、溢れた液体窒素が右膝

にかかる事故が発生しており、化学実験講習や安全マニュアルにより使用方法を周知しているところではある

が、改めて注意喚起を行う。

２．液体窒素の使用方法

　◎液体窒素貯蔵設備および容器利用方法

　液体窒素を貯蔵タンクから別の容器に充填する（液採り）作業は、一つ間違えると液体窒素を浴びて凍傷にな

る可能性があり、作業に当たっては、細心の注意が必要である。

　液体窒素の汲み取り作業を行う際は、安全メガネを着用し、低温用手袋を必ずつけること。軍手等は好ましく

ない。短パンにサンダル履きなどの脚を露出した服装で汲み取り作業を行わないこと。低温液化ガスに直接、手、

指、脚等で触れてはならない。

　また、貯蔵タンクは、高圧（0.35〜 0.95MPa）がかかっているので、不用意な弁の操作は高圧窒素ガスの突出に

つながり非常に危険である。液体窒素デュワーへの液採り作業の際は、サーベルをデュワーの口に奥まで差し込

み、気化した窒素ガスの勢いでサーベルが浮き上がることがないように注意しながら汲み取り弁を徐々に開けてい

く。フレキホースとデュワー内が十分に冷却されたら汲み取り弁をさらに開けていくが、開けすぎないように
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注意する。デュワーが液体窒素で満たされると、サーベルのつば（鍔）の部分にあたった液体窒素が周りに飛び

始めるので、すぐに汲み取り弁を閉める。汲み取り後はフレキホースが凍結しているので、サーベルを差し込む

筒に戻すときは無理に曲げないように注意すること。

　液体窒素デュワーは２重構造になっており、隔壁は、真空に保持されている。安全弁は、真空を封じ切ってあ

る部分なので不用意にキャップを外したりしてはならない。満タン時のデュワーの搬送は、必ずキャップを締め

て移動する。キャップをしないと、床面の凸凹で振動した場合、デュワー内の液体窒素が突出し危険である。顔

面に液体窒素を浴びて大怪我をした事故例もある。

　またデュワーの搬送は可能な限り２人以上で行うこと。エレベーター内にデュワーと人が同乗してはいけない。

エレベーターで運搬するときは、「液体窒素運搬中」であることを明示すること。

　液体窒素をデュワーからくみ出す際、手押しポンプがよく用いられる。これは、容器内部を昇圧して液体窒素

を押し出すような仕組みになっている。くみ出しポンプは、乾燥していることが重要である。水滴がついている

と氷結し動作不良を引き起こす。また手押しポンプに過度の圧力を加えると、ホース部分に過剰に圧力がかかり

破裂し危険であるので適度な加圧を心がけなくてはならない。

◎液体窒素使用方法

①保管容器から液体窒素を実験装置に供給するときは、液体窒素が“もれ”ないよう工夫が必要である。人体に

少量かかる程度では、蒸発が早いため影響はないが、ある程度以上一定時間あびると瞬間的に人体組織は凍結し

てしまう（凍傷）。万一、凍傷になった場合は、温水（ただし決して 42℃を超えないこと）であたためた後、適

切な処置をとること。もんだりさすったりしないこと。また、指先などが凍結してしまった時は、そのままの状

態で至急医師の治療を受けること。

②多量に用いるときは、換気を心がける。実験機器からの余剰圧力による排ガスは、必ず換気扇へ排出すること。

使用中に気化するガスが実験室に滞留するような状態で長時間経過すると、窒息する危険がある（酸欠）。特に

密閉度の高いクリーン・ルーム内などでの使用には注意が必要であり、酸素センサなどの警報装置の設置が望ま

れる。空気中の酸素濃度が 15％以下になると酸欠状態となり意識がなくなるので極めて危険である。酸素濃度

が20％〜15％の酸素不足の状態では、頭痛やめまいなどの症状が現れる。なお、酸素濃度0％の窒素ガスを吸うと、

１回の呼吸で意識不明となる。

　万一酸欠状態が発生し、気分の悪くなった者や意識不明に陥った者を発見した場合は部屋の換気を十分行った後、

部屋の外へ連れ出し（必要に応じ酸素マスク着用）衣服の首回りをゆるめて酸素吸入を行う必要がある。

③液体窒素中に室温の物体を投入するときは、徐々に入れること。急激に投入すると激しい沸騰が生じ、液体が

あふれ出て危険である。またトラップやシュラウドに液体窒素を供給する場合、気化に伴う内部の圧力上昇を考

慮する必要がある。圧力上昇を無視した供給を行うと機械的に弱い箇所が破裂若しくは脱離し、液体窒素が飛散

する可能性があり非常に危険である。
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及ぼすこととなる。
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機械類の安全運転のために

機械類の安全運転のために 

 

 下記以外にも、「共通施設利用における安全」を参照すること。なお、学部の２年、３年次における学生実験では、ものづ

くり創造工学センターや各実験室の機械を使用する機会が多いので、前もってテキストを熟読・理解しておくこと。また、実

験当日は教員の説明を注意深く聴き、疑問点は遠慮なく質問すること。 

 

Ⅰ 機械運転の前の安全対策 

（1）機械の構造、運転についての予習 

 教職員や先輩の話を聴くことも大事だが、その前に、その機械の使用説明書を熟読すること。実験室には様々な種類

の、様々な時代の機械・装置があり、一つ一つ操作方法が異なることを心得ておくこと。分解・整備をするときも同じである。  

（2）やたらにスイッチを押すな 

 予習をしていない者が、友人の使っている機械の所にやって来て面白半分にスイッチを入れたため、大災害を起こすこと

がある。 

（3）休日・深夜の運転 

 室内に誰もいないとき、危険のある機械を運転してはならない。万一のとき誰も助けてくれない。 

（4）君子危うきに近寄るな 

 近寄る必要の無い危険な場所には、防護棚や網を設けて、誤って近づくことができないようにせよ。 

（5）飛散防護壁を備える 

 機械の運転に際して、破片が飛び散る恐れのある場所にはしっかりとした防護壁（鋼板・厚い木版・プラスチック板・目の

細かい金網等）を置いておくこと。細かい切り屑の飛散には防護眼鏡が有効である。 

（6）障害物の整理 

 足元の障害物や頭をぶつけそうな障害物があると、それにぶつかって機械に倒れかかることがある。機械の運転すると 

ころに何か置き忘れると、運転によってそれがはね飛ばされる。十分注意して点検すること。 

（7）服装の注意 

 機械の運転部分に引き込まれる恐れのあるバラバラの長髪、長い袖、大き過ぎる手袋等はきちんと処理をしておくこと。

靴も床に油があると滑りやすい底は避けた方がよい。重量物が落ちたり、つまずいたりしても怪我をしないような JIS 規定の

安全靴か爪先のしっかりした革靴が望ましい。 

（8）工具・試験片の取付け 

 しっかり取付けたつもりでも、機械の振動によってゆるみ、飛び出すことがある。十分気をつけて締め付け、途中の点検

を忘れないこと。また、取付ける面の間に屑やごみが挟まっていても危険が起こるから、あらかじめきれいにしてから固定

すること。特に研削作業における工作物の取付けが不適当な場合、大事故につながる。したがって、研削作業での工作

物の取付けは指導員の指示に従うこと。 

（9）重量物の固定 

 高い所に置かれた重量物や、背の高い重量物が何かのはずみで落ちたり倒れたりしないように固定しておくこと。 
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※ 小金井キャンパス屋外での火気使用場所については、下図を参照。
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屋外火気使用マップ
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※ 小金井キャンパス屋外での火気使用場所については、下図を参照。
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(2) 放射性同位元素等の規制に関する法律によって放射線源の使用は厳しく規定されている。したがって、線

源を使用する実験者は「放射線取扱主任者」の監督、指導の下、放射線実験をすることが義務づけられている。

なお、「共通施設利用における安全」の「Ⅲ．放射線研究室」を参照のこと。

救助
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共通施設利用における安全

6

(http://web.tuat.ac.jp/~kiki/instrument/index.html)。これらの機器のうち、特に安全に注意を要する機器

を取り上げ、以下に示す。

透過電子顕微鏡の利用にあたっては、エックス線装置使用者登録が必要である。

Ｘ線光電子分光装置



— 113 —

５．単結晶 X線構造解析装置（リガク XtaLABmini）

 定格出力 0.6kW(50kV、12mA)

６．単結晶 X線構造解析装置（リガク XtaLAB Synergy-DW）

 定格出力 Mo(50kV-24mA)、 Cu(40kV-30mA)

X線装置の利用にあたっては、エックス線装置使用者登録が必要である。

東京農工大学放射線障害予防細則
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ただし、
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X線光電子分光装置

必ず

⑦ 装置の利用にあたっては、エックス線装置使用者登録が必要である。

　クエンチはクライオスタットの真空度が落ちてきたときや、大きな衝撃を与えたときなどに起こる可能性がある。

このクエンチのときには、一度に大量の液体ヘリウムが気化し、クライオスタット内の圧力が急激に増大するので、

爆発の危険が生じる。直ちに避難口から安全な場所に逃げること。
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巻き込まれないような作業服を必ず着用すること。また、

６．

低温液化ガスまたはそのために低温になった部分を取扱うときは、安全ゴーグルと低温用手袋を必ずつけること。

軍手等は好ましくない。また、汲み取り作業時は安全メガネを装着すること。
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巻き込まれないような作業服を必ず着用すること。また、
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及び
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よう

を一致させることが必要である。

並

作業時には皆の呼吸

Ⅲ 放射線研究室

  

１．はじめに 

　RI は放射性同位元素（Radioisotope）、すなわち原子核の壊変に伴って放射線を放出する不安定な同位元素の

ことである。RI による汚染や放射線被ばくは人命にも関わる事故にもつながるため、RI の使用については、放

射性同位元素等の規制に関する法律によって厳しく規定されている。本学小金井キャンパスでの密封されてい

ない RI（非密封 RI）の使用は共同利用施設である放射線研究室においてのみ許可されている。

　本研究室では非密封 RI および密封 RI を取扱うことができるが、ここでは研究室の概略と RI の使用にあたっ

ての一般的な注意事項について述べる。  
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２．放射線研究室について 

　本学小金井キャンパスでの非密封RIの使用は共同利用施設である放射線研究室においてのみ許可されている。

本研究室内には放射線管理区域が設けられている。放射線管理区域には、放射線業務従事者又は放射線取扱主

任者の許可を受けた者以外は立入りできない。現在、使用許可を得ている非密封 RI は 13 核種（H-3（気体）を

含む）あり、核種ごとに一年間、3 ヶ月、一日の最大使用数量が規定されている。また、非密封 RI の貯蔵能力

は核種ごとに定められている。RI を安全に管理・使用するために RI 在庫管理システム、排気設備、排水設備等

があり、排気モニタ、水モニタによる放射線のモニタリングも行っている。その他に施設内では、サーベイメー

タ、ルームガスモニタ等で汚染のチェックや室内の放射線モニタリングを行っている。なお、本研究室外の学

内放射性物質装備機器（密封 RI）の使用者や学外の放射線施設等において放射線業務を行う者に対しても本学

の放射線業務従事者登録を行っている。  

３．放射線研究室における RI 及び放射線業務従事者の安全管理 

　本研究室において想定される放射線障害を起こしうる事故として、器具の破損や実験操作ミス等により RI を

誤って飛散させた事による施設内の汚染、又は RI を体内に取り込む等が考えられ、計画外の無用の被ばくを起

こさない事が最も重要である。これらの事故を防ぐために本研究室における放射線及び RI の使用は、東京農工

大学工学部放射線障害予防規程で定められた教育訓練及び電離放射線健康診断を受け放射線業務従事者として

登録された者にのみ許可している。また、実際に放射線研究室の使用を希望する放射線業務従事者には、予め

実験計画を作成させ放射線研究室長及び放射線取扱主任者の承認を得なければならない。その他、放射線研究

室の施設・設備の維持管理のため定期的な点検や必要に応じて随時、修繕等を行っている。 
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本学における禁煙対策
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